
標準貨物自動車運送約款の改正に係る手続き状況について

【標準貨物自動車運送約款の改正に伴う運賃・料金の変更届出件数】

※一般貨物自動車運送事業者及び特別積合せ運送事業者における届出件数。

2019年3月1日現在

事業者数
（平成２８年度末現在）

運賃料金
変更届出件数

比率

北海道 3,348者 2,217件 66.2%

東北 4,194者 2,077件 49.5%

関東 18,118者 10,877件 60.0%

北陸信越 2,698者 1,630件 60.4%

中部 6,703者 3,478件 51.9%

近畿 9,286者 6,378件 68.7%

中国 3,939者 2,626件 66.7%

四国 2,142者 1,682件 78.5%

九州 5,921者 3,318件 56.0%

沖縄 823者 145件 17.6%

合計 57,172者 34,428件 60.2%
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標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う諸手続きを行っていない場合に関する重要な通知 
 
 

 運賃と料金の範囲の明確化等を内容とする標準貨物自動車運送約款等の改正を行ったところで

すが、原則として、標準貨物自動車運送約款等の改正の趣旨を踏まえ、運送の対価としての「運

賃」と運送以外の役務等の対価としての「料金」を別建てで収受する旨の内容を含む約款を使用

して頂くとともに、運賃と料金を区分して設定し、運賃及び料金の変更届出を行っていただく必

要があります。 
 改正後の標準貨物自動車運送約款等施行後、１年以上が経過しますが、未だ貴者（貴殿）にお

いては約款改正に伴う諸手続き（裏面参照）が確認できていません。つきましては、速やかに手

続きを行っていただきますようお願いします。手続きについてご不明な点があれば下記お問い合

わせ先までご連絡ください。 
 なお、今後、監査時においても約款改正に伴う諸手続きが確認できない場合には行政処分の対

象となり得ます（裏面参照）。 
本通知は標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う諸手続きを行っていない事業者様に対して発

出されています。本通知と行き違い等で手続きを完了されている場合にはご容赦願います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

運送約款改正ご案内ホームページ 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr4_000020.html 

※上記 URL より改正概要・申請書様式・Q&A 等をご覧いただけます。 

 

 

お問い合わせ先 
国土交通省自動車局貨物課    ０３－５２５３－８１１１ 
関東運輸局自動車交通部貨物課  ０４５－２１１－７２４８ 
関東運輸局茨城運輸支局輸送担当 ０２９－２４７－５３４８ 



運賃と料金の範囲の明確化等を内容とする標準貨物自動車運送約款等の

改正を行ったところですが、原則として、標準貨物自動車運送約款の改正の趣
旨を踏まえ、運送の対価としての「運賃」と運送以外の役務等の対価としての「
料金」を別建てで収受する旨の内容を含む約款を使用して頂くとともに、運賃と
料金を区分して設定し、運賃及び料金の変更届出を行っていただく必要があり
ます。

運賃・料金の変更届出をしていない場合
（※改正後の標準約款の趣旨を含む独自約款で認可を受け、運賃・料金の変更届出をしていない場合を含む。）

→貨物自動車運送事業法第６０条第１項報告義務違反 （初違反：警告 再違反：１０日車）

新標準約款以外（独自約款）を使用するにもかかわらず、認可申請をしていない場合
→貨物自動車運送事業法第１０条第１項運送約款認可違反 （初違反：２０日車 再違反：４０日車）

使用する約款を主たる事務所その他営業所へ掲示していない場合
→貨物自動車運送事業法第１１条運送約款の掲示義務違反 （初違反：警告 再違反：１０日車）

監査等により違反の事実が判明した場合は、行政処分の対象となる場合があります。

※参考 未手続のままですと行政処分（＊20日車等）や罰則（＊100万円以下の罰金等）の対象となります。

運送事業者が行う手続きの流れ
新標準約款への移行等に伴い所要の手続きが必要になりますので、下記「手続き」をご

確認の上、速やかに手続きを行っていただきますようお願いします。
なお、本通知と行き違いで手続きを完了されている場合にはご容赦願います。

（問い合わせ先）
国土交通省自動車局貨物課：０３-５２５３-８１１１
関東運輸局自動車交通部貨物課：０４５-２１１-７２４８
茨城運輸支局輸送担当：０２９-２４７-５３４８

新標準約款を
使用する

①新標準約款を主たる事務所その他営業所に
掲示する

②運賃及び料金の変更届出を行う

新約款に基づき、「待機時間料」、「積込料」及び「取卸料」等を収受するために、①、②
の手続きが必要です。

◆運送約款改正ご案内ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr4_000020.html
※上記URLより改正概要・申請書様式・Q&Aをご覧いただけます

標準貨物自動車運送約款の改正に伴う諸手続きを行っていない場合に関する重要な通知

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月
国土交通省自動車局貨物課

標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う諸手続きはお済みですか？
～未手続のままですと罰則や行政処分の対象となります～

※運賃と料金の別建て収受の趣旨を含む独自約款を使用することも可能ですが、その場合は、上記①
②に加え、約款の認可申請が必要となります。

別紙


